
駐車場法第20条（建築基準関係規定）に基づく駐車施設の附置のことで、
駐車場整備地区内において条例で定める規模以上の建築を行う場合、建築主に
駐車施設の附置を義務付けています。

１

岡崎市駐車施設条例に基づく駐車施設の附置義務制度
１ 岡崎市駐車施設条例について

大規模な建築物は一定の駐車需要を発生させるため、駐車施設の
整備により、駐車需要が起因となる道路交通の混雑を未然に防ぐ

【条例の目的】

駐車需要の増加により発生する路上駐車の交通阻害に対処するため、
昭和46年に下図の２地区を都市計画決定しています。

図 駐車場整備地区

康生伝馬駐車場整備地区 約53.5ha
明大寺駐車場整備地区 約15.8ha

駐車場整備地区とは

担当：岡崎市役所都市計画課 企画調査係
電話：０５６４－２３－６２６０

岡崎市駐車施設条例の改正について



・平成３年11月１日改正（今回の条例改正により対応）
⇒小型車用、普通車用における各駐車マスの割合を追加

附置対象となる施設の床面積、台数基準の変更
・平成６年１月20日改正（今回の条例改正により対応）

⇒特定用途の店舗や事務所に対する荷さばき駐車施設の基準を追加
・令和７年３月28日改正（今回の条例改正により対応）

⇒特定用途となる共同住宅に対する荷さばき駐車施設の基準、
ユニバーサルデザインへの対応、廃止の届出などを追加

＜標準駐車場条例とは＞
地方公共団体が駐車場法に基づいて条例を定める際の参考となるよう
国土交通省が策定した条例案

２

２ 岡崎市駐車施設条例の改正の背景

駐車場法施行令の一部改正

標準駐車場条例の改正

岡崎市都市計画マスタープラン（現在改定中）

３ 主な改正内容

基準を見直す項目（施行令の一部改正、標準駐車場条例の改正によるもの）

新たに追加する項目（標準駐車場条例の改正によるもの）

⑴ 建築物の新築の場合の駐車施設の附置基準（第４条関係）

⑵ 共同住宅への荷さばきのための駐車施設の附置義務（第５条関係）
⑶ 荷さばきのための駐車施設の規模に係る基準（第５条関係）
⑷ 車椅子使用者駐車施設の附置台数と規模に係る基準（第９条関係）
⑸ 附置義務駐車施設の設置・廃止時の届出に係る規定（第11条、12条関係）

参 考
標準駐車場条例の改正で追加された以下の項目は今後の状況を見ながら

対応する
・公共交通利用促進措置による附置義務緩和規定の追加
・既存の附置義務駐車施設の振替・緩和に係る規定の追加
・集約駐車場への隔地に係る規定の追加

・令和７年３月７日公布、令和８年４月１日施行
⇒共同住宅における荷さばき駐車施設の不足に対応するため、自動車の

駐車需要を大きく生じさせる用途（特定用途）に共同住宅を追加

・本庁管内を対象とする中央地域の地域別構想の
道路、公共交通に関する方針と主な施策において、「駐車場の供給量や
配置の適正化などの駐車場の質的整備を図る」を記載

岡崎市駐車場整備計画（令和７年３月）

・ＱＵＲＵＷＡ戦略などのまちづくりと連携した駐車場の質的整備への転換



施行令改正に伴い、共同住宅を特定用途に変更するとともに、
平成３年標準条例にあわせ附置する駐車施設の台数基準を見直し

・令和７年の駐車場施行令の一部改正
駐車需要を大きく生じさせる用途（特定用途）に共同住宅が追加

３

近年、共同住宅への配送需要の増加等による路上駐車が問題

４ 改正項目の具体的な内容

＜改正（案）＞

＜附置しなければならない駐車施設の台数＞

⑴ 建築物の新築の場合の駐車施設の附置基準（駐車場の量への対応）
Ｈ３標準条例改正、Ｒ７施行令の一部改正対応

・平成３年の標準駐車場条例の改正
増加する駐車需要に対応するため、附置台数の基準等が変更

商業施設・事業所などの特定用途 共同住宅などの非特定用途

【対象】
延べ床面積が2,000㎡を超える建築物

【基準】
450㎡ごとに１台ずつ加算
（2,000㎡を超える部分の面積）

【対象】
延べ床面積が3,000㎡を超える建築物

【基準】
450㎡ごとに１台ずつ加算
（3,000㎡を超える部分の面積）

駐車マスの大きさ 2.3ｍ以上×５ｍ以上

百貨店などの店舗
事務所、その他の特定用途
（店舗、共同住宅を除く）

共同住宅、非特定用途

【対象】
床面積が1,000㎡を超える
建築物
【基準】
150㎡ごとに１台ずつ
加算

【対象】
床面積が1,000㎡を超える
建築物
【基準】
200㎡ごとに１台ずつ
加算

【対象】
床面積が1,000㎡を超える
建築物
【基準】
450㎡ごとに１台ずつ
加算

床面積は、特定用途（共同住宅を除く。）に供する部分の床面積と共同住宅及び
非特定用途に供する部分の床面積に0.5を乗じて得たものとの合計とする
また、延べ面積6,000㎡未満の場合、緩和基準あり（次ページ例示）

駐車マスの大きさは以下のとおり
2.3ｍ以上×５ｍ以上（小型車）
うち３割は2.5ｍ以上×６ｍ以上（普通車）を確保
（１台未満の端数があるときは、その端数を切り上げる）

改正条例 第４条第１項

＜現行＞

改正条例 第９条第１項及び第２項



特定用途の床面積 4,000㎡
非特定用途の床面積 2,000㎡

特定用途の床面積＋非特定用途の床面積×0.5
が1,000㎡を超える場合、附置義務対象となる
⇒4,000㎡＋2,000㎡×0.5＝5,000㎡ ＞ 1,000㎡

特定用途の床面積 1,300㎡
非特定用途の床面積 200㎡

特定用途の床面積＋非特定用途の床面積×0.5
が1,000㎡を超える場合、附置義務対象となる
⇒1,300㎡＋200㎡×0.5＝1,400㎡ ＞ 1,000㎡

＜附置しなければならない駐車施設の台数＞

附置台数 （店舗の床面積） （事務所の床面積） （非特定用途の床面積）
（端数切上げ） 150㎡ 200㎡ 450㎡

計算式①＝１ー

計算式②＝特定用途の床面積＋非特定用途の床面積×0.5
＝1,300㎡＋200㎡×0.5
＝1,400㎡

したがって
計算式①＝１－ ＝ １－0.652… ≒ 0.35

附置台数 500 800 200
(端数切上げ) 150 200 450

3.33 4.0  0.44

４

＜延べ面積6,000㎡未満の新築の場合（緩和基準あり）＞

【建物の例】
特定用途(店舗)の床面積 500㎡
特定用途(事務所)の床面積 800㎡
非特定用途の床面積 200㎡
延べ面積 1,500㎡

1,000㎡×（6,000㎡－延べ面積）

6,000㎡×計算式②－1,000㎡×延べ面積

＜延べ面積6,000㎡以上の新築の場合＞

【建物の例】
特定用途(店舗)の床面積 3,000㎡
特定用途(事務所)の床面積 1,000㎡
非特定用途の床面積 2,000㎡
延べ面積 6,000㎡

＜附置しなければならない駐車施設の台数＞

附置台数 （店舗の床面積） （事務所の床面積） （非特定用途の床面積）
（端数切上げ） 150㎡ 200㎡ 450㎡

附置台数 3,000 1,000 2,000
(端数切上げ) 150 200 450

20 5.0 4.44 

1,000㎡×（6,000㎡－1,500㎡）

6,000㎡×1,400㎡－1,000㎡×1,500㎡

＝ ＋ ＋ × 0.35

＝ ＋ ＋ × 0.35 ＝ 2.72… ≒ ３台

＝ ＋ ＋

＝ ＋ ＋

＝ ＋ ＋ ＝ 29.44… ≒ 30台

＝ ＋ ＋ ×計算式①

仮に緩和基準が無い場合
附置台数は８台となる

改正条例 第４条第１項

改正条例 第４条第１項



５

⑵ 特定用途への荷さばきのための駐車施設の附置義務の追加
（駐車場の量への対応）

Ｈ６、Ｒ７標準条例改正対応

・平成６年の標準駐車場条例の改正
店舗や事務所等の用途の建築物に対して現行の附置義務台数の内数
として荷さばきのための駐車施設の附置の規定が追加

・特定用途に供する床面積が2,000㎡以上の建築物の新築の場合、荷さばきのための駐車
施設の附置が必要

・共同住宅については、特定用途に供する床面積が2,000㎡以上かつ50戸以上の戸数があ
る場合駐車施設の附置が必要

（但し、建築物の敷地の面積が1000㎡以下の場合等で市長が認める場合は除く）

特定用途の区分 規模に対する必要台数

百貨店などの店舗 3,000㎡毎に１台

事務所 5,000㎡毎に１台

倉庫 1,500㎡毎に１台

共同住宅 100戸毎に１台

その他の特定用途 4,000㎡毎に１台

＜荷さばきのための駐車施設の附置台数＞

※荷さばきのための駐車施設の台数は、「附置しなければならない駐車施設の台数」
に含めることができる

※大規模な事務所、大規模な共同住宅の場合、附置台数の対象となる床面積と戸数
に対して緩和基準あり

※荷さばきのための駐車マスは、３ｍ以上×7.7ｍ以上とするが
共同住宅の附置台数の４割については、2.5ｍ以上×６ｍ以上とすることができる
（１台未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる）

住宅への配送の増加に伴い、共同住宅への駐車需要が増加
（路上駐車において荷さばきが行われる実態）

・令和７年の標準駐車場条例の改正
道路交通の円滑化や、都市内物流の効率化のため、
共同住宅に対する荷さばきのための駐車施設の附置が追加

荷さばきの駐車施設の附置義務について共同住宅及び
店舗や事務所等の特定用途を新たに追加

＜附置対象となる施設の規模＞
改正条例 第５条第１項

改正条例 第５条第１項



６

＜大規模な共同住宅の特例に係る緩和基準＞

戸数が400戸を超える共同住宅

共同住宅の戸数＝400戸＋①＋② として算出する

①400戸を超え 800戸までの部分の戸数×0.5
②800戸を超える部分の戸数×0.25

例）共同住宅の戸数が1,000戸の場合における緩和基準
共同住宅の戸数＝400戸＋①(400×0.5)＋②(200×0.25)

＝650戸 を戸数として算出する

したがって荷さばきのための駐車施設の附置の台数は
附置の台数＝650戸÷100戸

＝6.5台 ≒ ７台

床面積が10,000㎡を超える事務所

事務所の床面積＝10,000㎡＋①＋②＋③ として算出する

①10,000㎡を超え 50,000㎡までの部分の床面積×0.7
②50,000㎡を超え100,000㎡までの部分の床面積×0.6
③100,000㎡を超える部分の床面積×0.5

※この基準は、Ｐ３で示す事務所に対する駐車施設の台数における
 床面積の算出にも適用されます。（改正条例 第４条第２項）

例）床面積が13,000㎡の場合における緩和基準
事務所の部分の床面積＝10,000㎡＋①（3,000㎡×0.7）

＝12,100㎡ を床面積として算出する

したがって荷さばきのための駐車施設の附置の台数は
附置台数＝12,100㎡÷5,000㎡

＝2.42台 ≒ ３台

＜大規模な事務所の特例に係る緩和基準＞

改正条例 第５条第２項

改正条例 第５条第３項



＜参考：施設の規模について＞
車椅子使用者の車両の規格やバリアフリー
法に基づく政省令の改正と連動

＜参考：施設の規模について＞
配送において一般的に使用されている
２トン車の車両の規格を踏まえ設定

７

・特定用途の場合
１台当たりの規模 幅３ｍ以上 奥行き7.7ｍ以上

梁下3.2m以上 を確保
うち共同住宅の附置台数の４割については

１台当たりの規模 幅(2.5ｍ以上) 奥行き(６ｍ以上)とすることができる

⑶ 荷さばきのための駐車施設の規模に係る基準の追加
（駐車場の質への対応）
Ｈ６、Ｒ７標準条例改正対応

幅３ｍ以上
（2.5ｍ以上）

奥行き7.7ｍ以上
（６ｍ以上）

（ ）内は
共同住宅の

附置台数の４割

梁下3.2ｍ以上

＜荷さばきのための施設の規模＞

⑷ 車椅子使用者駐車施設の附置台数と規模に係る基準の追加
（駐車場の質への対応）
Ｈ６、Ｒ７標準条例改正対応

ア 車椅子使用者施設の附置台数
・附置義務台数200台以下の場合

附置義務台数×0.02 （１台未満の端数は切り上げ）
・附置義務台数200台を超える場合

附置義務台数×0.01+２（１台未満の端数は切り上げ）
イ 車椅子使用者施設の規模

１台当たりの規模 幅3.5ｍ以上 奥行き６ｍ以上
梁下2.3ｍ以上 を確保

幅3.5ｍ以上

奥行き６ｍ以上
梁下2.3ｍ以上

改正条例 第９条第４項及び第５項

＜車椅子使用者駐車施設の規模＞
改正条例 第９条第３項



＝ ＋ ＋ ＝ 1.33 ＋ 2.28 ＋ 0.5 ＝ 4.11 ≒ ５台

＝ ＋ ＋

算定例：特定用途の建築物の新築の場合

店 舗

事務所

共同住宅
＜算定例＞
延べ面積 22,000㎡

の用途に供する部分 4,000㎡

の用途に供する部分 12,000㎡

の用途に供する部分 6,000㎡
（戸数 50戸）

共同住宅

店舗

事務所

８

＜駐車施設の附置台数の算出例＞

区 分 駐車マスの大きさ 台 数

小型自動車用 2.3ｍ以上×５ｍ以上 62

普通自動車用 2.5ｍ以上×６ｍ以上 28

荷さばき用（店舗・事務所） ３ｍ以上×7.7m以上 5

荷さばき用（共同住宅） 2.5ｍ以上×６ｍ以上 0

車椅子使用者用 3.5ｍ以上×６ｍ以上 2

合 計 97

＝ ＋ ＋ ＝ 26.67 ＋ 57 ＋ 13.33 ＝ 97台

附置台数 （店舗の床面積） （事務所の床面積） （共同住宅の床面積）
（端数切上げ） 150㎡ 200㎡ 450㎡

4,000 11,400 6,000
150       200      450

97台のうち附置台数の３割は普通車用(幅2.5メートル以上、奥行６メートル以上)
とする必要がある

普通車用 ＝ 97台 × 0.3 ＝ 29.1台 ≒ 30台

なお、荷さばき用台数はＰ５、６より、

荷さばき用 4,000 11,400 50
（端数切上げ） 3,000    5,000    100

事務所の緩和基準 ＝ 10,000 ＋ 2,000×0.7 ＝ 11,400㎡

また、Ｐ７より共同住宅における荷さばき用台数（0.5≒１台）のうち、
４割（１×0.4＝0.4台）については１台未満の端数となり、その台数は切り捨てとなるため
2.5ｍ以上×６ｍ以上とすることはできない
このため、荷さばき用台数５台については３ｍ以上×7.7m以上とする必要がある
なお、車椅子使用者用台数はＰ７より、
車椅子使用者用 ＝ 97 × 0.02 ＝ 1.94 ≒ ２台

したがって
普通車用 ＝ 30台 ー 2台 ＝ 28台
小型車用 ＝ 97台 ー 30台 ー ５台 ＝ 62台

※参考 現行基準（Ｐ３）で算出する場合、
 附置台数は45台（駐車マスの大きさ2.3ｍ以上×５ｍ以上）



９

⑸ 附置義務駐車施設の新設・廃止時の届出に係る規定の追加
（駐車場の量への対応）

Ｒ７標準条例改正対応

イ 廃止時の届出

附置義務駐車施設整備後の
管理や立入検査などの監督規定は設定されているが
建築物の解体に伴う廃止の際の規定はない

附置義務駐車施設の台数が適切に把握できない恐れがある

既存の附置義務駐車施設の廃止時10日以内に届出することを追加

改正条例 第12条

ア 新設時の届出

現行条例では附置義務駐車施設整備後の
管理や立入検査などの監督規定は設定されているが
附置の際の届出の規定はない

附置義務駐車施設の台数が適切に把握できない恐れがある

附置義務駐車施設の位置、規模等をあらかじめ届出することを追加

改正条例 第11条
＜新設時の届出＞

＜廃止時の届出＞


